
 

資料 ３－２ 

■第 1 号被保険者の負担割合 

    

第1号被保険者

（65歳以上）

第2号被保険者

（40歳以上65歳未満

市

12.5%

県

12.5%

国 25.0％

(調整交付金

5%含む)

第1号被保険者

（65歳以上）

第2号被保険者

（40歳以上65歳未満）

市

12.5%

県

12.5%

国 25.0％

(調整交付金

5%含む)

23％

第1号被保険者

22%→23%に変更

第2号被保険者

28%→27%に変更

第6期保険料 第7期保険料

27％

22％

28％


